
夜
間
避
難
訓
練

本
年
度
の
村
防
災
訓
練
は
、
夜
間
避

難
訓
練
の
形
式
で
、
８
月
29
日（
土
）午

後
７
時
30
分
の
開
始
を
予
定
し
て
い
ま

す
。訓

練
は
南
拠
点
避
難
所
、
三
福
一
時

避
難
所
、
大
宝
一
時
避
難
所
、
新
政
成

一
時
避
難
所
、
梅
之
郷
一
時
避
難
所
の

５
か
所
で
行
い
ま
す
の
で
、
ご
家
庭
の

避
難
所
と
さ
れ
て
い
る
方
は
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
他
の
避
難
所
に

つ
い
て
は
、
本
年
度
の
訓
練
の
対
象
外

と
し
て
い
ま
す
。

避
難
開
始
は
、
午
後
７
時
30
分
に
同

報
無
線
等
に
よ
り
案
内
を
し
ま
す
の

で
、懐
中
電
灯
な
ど
を
ご
用
意
の
う
え
、

「
非
常
持
出
し
袋
」と
今
月
号
の
広
報
と

び
し
ま
に
差
込
み
し
た「
避
難
所
利
用

者
登
録
カ
ー
ド
」
を
持
っ
て
避
難
行
動

を
開
始
し
て
く
だ
さ
い
。

訓
練
に
限
ら
ず
避
難
場
所
等
の
確
認

や
非
常
持
出
し
品
の
準
備
な
ど
、
日
頃

か
ら
の
備
え
を
お
願
い
し
ま
す
。な
お
、

地
区
で
自
主
的
に
防
災
訓
練
を
計
画
さ

れ
る
場
合
は
、
総
務
部
総
務
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
総
務
部
総
務
課

自
主
避
難
所

自
主
避
難
所
と
は
、
台
風
が
接
近
す

る
恐
れ
が
あ
る
場
合
ま
た
は
長
時
間
降

り
続
く
雨
の
影
響
等
で
、
洪
水
な
ど
の

発
生
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
に
、
住
民
の

皆
さ
ま
の
問
合
せ
状
況
を
考
慮
し
た
う

え
で
、
避
難
情
報
発
令
前
に
避
難
を
希

望
さ
れ
る
方
を
対
象
と
し
て
、
一
時
的

に
避
難
所
を
開
設
す
る
も
の
で
す
。

状
況
に
よ
り
自
主
避
難
所
を
変
更
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
避
難
者

が
い
な
か
っ
た
場
合
は
午
後
９
時
に
閉

鎖
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

避
難
情
報
発
令
前
に
避
難
を
希
望
さ

れ
る
方
を
対
象
と
し
て
、
村
が
開
設
を

決
め
る
た
め
、
昼
間
の
周
囲
が
明
る
い

う
ち
に
避
難
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。自

主
避
難
所
の
開
設
状
況
は
、
村
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
確
認
す
る
か
、

総
務
部
総
務
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

●
問
合
せ
先
　
総
務
部
総
務
課

不法就労・不法滞在防止にご協力を
日本に滞在する不法残留者の数は、7万1,229人（令和7年7月1日現在、法務省統計）となってい
ますが、これらの不法残留者を雇った人も処罰の対象となります。
外国人を雇用する場合は、適法に働くことができる外国人であるかどうかについて、在留資格や
在留期間を確認してください。
確認は、旅券、在留カード等の原本で行い、就労が認められていない外国人を決して雇わないよ
うにしてください。� 　●問合せ先　愛知県蟹江警察署　☎95－0110

児
童
手
当
現
況
届
の
ご
案
内

現
況
届
と
は
毎
年
６
月
１
日
の
状
況

を
把
握
し
、
今
後
の
児
童
手
当
の
支
給

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る

も
の
で
す
。
令
和
４
年
度
か
ら
提
出
は

原
則
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
提
出
が
必
要
な
方
に
は
個

別
に
郵
送
で
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
期

日
ま
で
に
返
送
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

民
生
部
住
民
課

新
政
成
一
時
避
難
所

大
宝
一
時
避
難
所

中
央
公
民
館

自
主
避
難
所

大
字
新
政
成
四
丁
目
31
番
地
の
１

大
宝
一
丁
目
79
番
地
の
３

竹
之
郷
三
丁
目
１
番
地

所
　
在
　
地

information
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●
勤
務
場
所

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
児
童
館

に
在
学
し
、
子
ど
も
が
好
き
な
方
で

地
方
公
務
員
法
第
16
条（
欠
格
条
項
）

に
該
当
し
な
い
方

●
報
　
　
酬

�

１
，
２
９
９
円
～
１
，
３
７
１
円
程

度
／（
1
時
間
あ
た
り
）で
、
経
験
等

を
考
慮
し
て
決
定
し
ま
す

●
申
込
方
法

�

写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
を
郵
送
ま
た

は
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
持
ち
く
だ
さ
い

�

児
童
ク
ラ
ブ
開
館
日
：
午
前
9
時
45

分
～
午
後
6
時
30
分（
土
曜
・
日
曜
・

祝
日
休
み
）

※�
欄
外
に
申
込
職
種（
夏
休
み
児
童
ク

ラ
ブ
支
援
員
補
助
）を
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

●
勤
務
日
数

�

任
用
期
間
中
の
週
3
日
～
５
日
以
内

（
月
曜
～
金
曜
）

※
土
曜
、
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
。

●
勤
務
時
間

�

午
前
7
時
30
分
～
午
後
6
時
30
分
の

う
ち
8
時
間
以
内（
休
憩
1
時
間
を

含
む
）

●
勤
務
場
所

�

飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ
ま
た
は
南

拠
点
避
難
所（
旧
中
学
校
）1
階（
予

定
）

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

児
童
施
設
指
導
補
助
員（
夏
季
臨
時
職
員
）

●
業
務
内
容

�

夏
休
み
期
間
に
お
け
る
児
童
館
で
の

児
童
の
指
導
補
助

●
申
込
資
格

�

保
育
士
ま
た
は
教
諭
資
格（
養
護
教

諭
・
栄
養
教
諭
除
く
）を
有
し
て
い

る
方
で
地
方
公
務
員
法
第
16
条（
欠

格
条
項
）に
該
当
し
な
い
方

●
報
　
　
酬

�

１
，
３
７
１
円
程
度
／（
1
時
間
あ

た
り
）で
、
経
験
等
を
考
慮
し
て
決

定
し
ま
す

●
申
込
方
法

�

写
真
を
貼
っ
た
履
歴
書
お
よ
び
保
育

士
資
格
証
ま
た
は
教
員
免
許
の
写
し

を
郵
送
も
し
く
は
児
童
館
に
お
持
ち

く
だ
さ
い

�

児
童
館
開
館
日
：
午
前
9
時
～
午
後

5
時
30
分（
日
曜
・
祝
日
休
み
）

※�

欄
外
に
申
込
職
種（
児
童
施
設
指
導

補
助
員
）を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

●
勤
務
日
数

�
任
用
期
間
中
の
週
5
日
以
内（
月
曜

～
土
曜
）

※
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
。

●
勤
務
時
間

�

午
前
9
時
～
午
後
5
時
の
う
ち
7
時

間
以
内（
休
憩
1
時
間
を
含
む
）

■
共
通
事
項

●
申
込
期
限

6
月
19
日（
金
）

※
郵
送
の
場
合
も
同
日
必
着

●
任
用
期
間

�

7
月
17
日（
金
）～
８
月
31
日

（
月
）

●
報
酬
等

・�

所
定
の
基
準
に
従
い
、
通
勤
費

相
当
額
を
支
給
し
ま
す

・�

報
酬
、
勤
務
時
間
は
変
更
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す

●
面
接
日

�

申
込
み
を
さ
れ
た
方
に
個
別
に

案
内
し
ま
す（
平
日
に
実
施
予

定
）

●
採
用
予
定
人
数

若
干
名

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

�【
夏
休
み
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員

補
助
】

飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

�【
児
童
施
設
指
導
補
助
員（
夏
季

臨
時
職
員
）】

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
児
童
館

海
部
地
区
小
・
中
学
校

教
科
書
展
示
会

　
教
科
書
や
教
科
に
対
す
る
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
く
た
め
、
教
科
書
展
示
会

が
開
か
れ
ま
す
。
期
間
中
は
ど
な
た
で

も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
教
科
書
の
貸
出
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
日
　
　
時

６
月
２
日（
火
）～
26
日（
金
）

午
前
９
時
～
５
時

※
休
館
日
の
月
曜
日
を
除
く

●
場
　
　
所

あ
ま
市
七
宝
公
民
館

（
あ
ま
市
七
宝
町
安
松
小
新
田

２
３
３
７
番
地
）

●
問
合
せ
先

愛
知
県
教
育
委
員
会
義
務
教
育
課

☎
０
５
２

－

９
５
４

－

６
７
９
９

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

夏
休
み
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
補
助

●
業
務
内
容

�

夏
休
み
期
間
に
お
け
る
児
童
ク
ラ
ブ

で
の
児
童
の
指
導
補
助

●
申
込
資
格

�

一
般
の
方
、
大
学
ま
た
は
短
期
大
学
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配
食
サ
ー
ビ
ス

食
事
の
調
理
が
困
難
な
高
齢
者
や
重

度
の
障
が
い
が
あ
る
方
等
に
対
し
て
、

食
事
の
宅
配
を
行
い
、食
生
活
の
改
善
、

健
康
増
進
お
よ
び
安
否
確
認
を
行
い
ま

す
。

●
対
象
者

・
65
歳
以
上
の
み
の
世
帯
の
方

・�

重
度
の
障
が
い
者
の
み
の
世
帯
の
方

・
65
歳
以
上
と
重
度
の
障
が
い
者
の
み

　
の
世
帯
の
方

※
重
度
の
障
が
い
者
：
身
体
障
害
者
手

帳
1
級
も
し
く
は
2
級
、
療
育
手
帳

Ａ
判
定
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
1
級
の
交
付
を
受
け
た
方

●
配
達
可
能
日

　
月
曜
～
日
曜
の
昼
食
お
よ
び
夕
食

※
1
月
1
日（
金
）〜
3
日（
日
）を
除
く
。

●
弁
当
の
種
類

・
普
通
食

・
幸
た
ん
ぱ
く
食（
た
ん
ぱ
く
質
強
化
食
）

・
健
康
ボ
リ
ュ
ー
ム
食

・
カ
ロ
リ
ー
・
塩
分
調
整
食

・
た
ん
ぱ
く
・
塩
分
調
整
食

・
透
析
食

・
消
化
に
や
さ
し
い
食

・
や
わ
ら
か
食

・
ム
ー
ス
セ
ッ
ト
食

※
ご
飯
の
あ
り・な
し
選
択
可
能
で
す
。

�

利
用
料
は
弁
当
の
種
類
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
の
で
、
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
福
祉
課

寝
具
洗
濯
・
乾
燥
・

消
毒
サ
ー
ビ
ス

専
門
事
業
者
に
よ
り
寝
具
の
洗
濯
乾

燥
お
よ
び
消
毒
を
実
施
し
、
清
潔
で
快

適
な
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
支
援
す
る

と
と
も
に
、
介
護
者
の
負
担
の
軽
減
を

図
り
ま
す
。

●
対
象
者

�

65
歳
以
上
の
在
宅
生
活
を
し
て
い
る
方
で

・
一
人
暮
ら
し
の
方

・
要
介
護
４
ま
た
は
要
介
護
５
の
方

※�

対
象
者
の
方
に
は
詳
細
を
本
村
か
ら

ご
案
内
し
ま
す
。

●
対
象
寝
具

�

敷
き
布
団
・
掛
け
布
団
・
毛
布
等
３

枚
以
内

●
利
用
料　
無
料

●
申
込
期
間

　
６
月
１
日（
月
）～
12
日（
金
）

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
福
祉
課

令和7年度
情報公開の実施状況
飛島村情報公開条例第29条の規定により、

次のとおり令和7年度分の情報公開の実施状
況について公表します。

※�令和7年度における実施機関に対する情報公開
請求は、村長に対するもので、その他の実施機
関に対する情報公開請求はありませんでした。

●問合せ先　総務部総務課

令和7年度 個人情報の
開示請求等の状況

飛島村個人情報の保護に関する法律施行条例
第8条の規定により、次のとおり令和7年度分の
個人情報の保護に関する法律（以下「法」といいま
す。）の施行状況のうち、個人情報の開示、訂正ま
たは利用停止決定等の状況について公表します。

※令和7年度における
法の規定に基づく行政
機関に対する個人情報
の開示請求等は、村長
および監査委員に対す
るもので、その他の行
政機関に対する個人情
報の開示請求等はあり
ませんでした。

●問合せ先
　総務部企画課

令和7年度  個人情報の開示、訂正または利用停止決定等の状況（件）

開示請求件数 ３
開示決定件数 ３

（全部開示決定件数） ２
（部分開示決定件数） １
（裁量的開示公開決定件数） ０
（不開示決定件数） ０
訂正請求件数 ０
利用停止件数 ０
不服申立件数 ０

令和7年度  情報公開実施状況（件）

公開請求件数 ６

公開決定件数 ５

（全部公開決定件数）５

（部分公開決定件数）０

非公開件数 ０

公文書不存在件数 １

申請取下げ件数 ０

申請却下件数 ０

不服申立件数 ０

information
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海
部
南
部
権
利
擁
護

セ
ン
タ
ー
の
成
年
後
見
支
援

■
巡
回
相
談（
要
予
約
）

毎
月
第
２
火
曜
日
、
相
談
員
が
相
談

会
場
に
出
向
い
て
相
談（
無
料
）を
お
受

け
し
ま
す
。
な
お
、
相
談
に
は
事
前
予

約
が
必
要
で
す
。

●
日
　
　
時

�

６
月
９
日（
火
）

①
午
後
１
時
30
分
～
２
時
20
分

②
午
後
２
時
30
分
～
３
時
20
分

③
午
後
３
時
30
分
～
４
時
20
分

●
場
　
　
所

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
1
階
相
談
室

■
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談（
要
予
約
）

毎
月
第
３
木
曜
日
、
権
利
擁
護
や
成

年
後
見
に
関
す
る
相
談（
無
料
）を
お
受

け
し
ま
す
。

な
お
、
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要

で
す
。

●
日
　
　
時

�

６
月
18
日（
木
）

①
午
後
１
時
～
１
時
50
分

②
午
後
２
時
～
２
時
50
分

③
午
後
３
時
～
３
時
50
分

●
場
　
　
所

海
部
南
部
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

床
下
薬
剤
散
布
機
の
貸
出

　

本
年
度
も
次
の
と
お
り
実
施
し
ま

す
。

●
貸
与
機
材

①
散
布
機

②�

薬
剤（
ス
ミ
チ
オ
ン
）１
世
帯　
１
袋

（
10
㎏
）　

※�

10
㎏
を
超
え
る
量
を
散
布
し
た
い
場

合
は
、
薬
剤
を
各
自
で
購
入
し
て
く

だ
さ
い
。

③
燃
料（
混
合
ガ
ソ
リ
ン
）

●
提
出
書
類

　
申
請
書
お
よ
び
実
績
報
告
書

●
貸
出
期
間

　
６
月
１
日（
月
）～
９
月
30
日（
水
）

　

�（
薬
剤（
ス
ミ
チ
オ
ン
）が
無
く
な
り

次
第
終
了
し
ま
す
。）

●
注
意
事
項

　

�

薬
剤
・
燃
料
等
は
準
備
し
て
い
ま
す

が
、
散
布
機
は
数
に
限
り
が
あ
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
申
込
み
が
必
要
で

す
。
電
話
ま
た
は
窓
口
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
環
境
課

■
共
通
事
項

●
参
加
費　
無
料

●�

受
付
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
４

時（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
お
よ
び

年
末
年
始
を
除
く
）

手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
な
ど
障
が

い
の
た
め
配
慮
が
必
要
な
方
は
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
海
部
南
部
権
利
擁
護

セ
ン
タ
ー

☎
６
９

－

８
１
８
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
６
９

－
８
１
８
０

６
月
23
日（
火
）～
29
日（
月
）は

「
男
女
共
同
参
画
週
間
」で
す

　
男
女
が
、
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重

し
、
喜
び
も
責
任
も
分
か
ち
合
い
、
性

別
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
個
性
と
能

力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
平
成
11
年
６
月
23
日
に
男
女
共
同

参
画
社
会
基
本
法
が
公
布
・
施
行
さ
れ

ま
し
た
。

　
こ
の
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
に

対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
、
毎
年
６

月
23
日
〜
29
日
ま
で
の
１
週
間
を「
男

女
共
同
参
画
週
間
」と
し
て
い
ま
す
。

　

本
村
で
は
、
家
庭
や
職
場
、
地
域
、

政
策
決
定
の
場
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
分
野

に
お
い
て
男
女
が
と
も
に
参
画
で
き
る

社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
策
定
し
た
飛

島
村
男
女
共
同
参
画
推
進
プ
ラ
ン
に
基

づ
き
、「
男
女
が
お
互
い
を
認
め
思
い

や
り
、
個
性
と
能
力
が
発
揮
で
き
る
男

女
共
同
参
画
の
む
ら
づ
く
り
」
を
め
ざ

し
て
取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。

●�

令
和
8
年
度
男
女
共
同
参
画
週
間

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

「
あ
な
た
ら
し
さ
が
、
社
会
の
チ
カ
ラ
」

●
問
合
せ
先

　
総
務
部
企
画
課
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